
「粉じん則」改正に伴う安全標識

粉じん障害防止規則の掲示に係わる第23条の2が新設されました

一般社団法人日本標識工業会監修の下、掲示の内容をまとめています。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令82号）

お申込み・お問合せは

● サイズ：６００×４５０㎜
● 厚　さ：1㎜厚
● 材　質：SCボード

NEWNEW

27-L
3. は該当する作業、使用すべき保護具に
□✓チェックマークを入れてご使用ください。
（第23条の2）呼吸用保護具を使用すべき →

作業場についてくわしくはこちら 　


